
警察安全相談に関する訓令の運用について（通達）

最終改正 令和６．３．８ 例規務第３号

京都府警察本部長から各部長、各所属長あて

この度、警察安全相談に関する訓令（平成13年京都府警察本部訓令第11号。以下「訓令」とい

う。）の制定に伴い、別に定めるもののほか、みだしのことについて下記のように定め、平成13

年４月１日から実施することとしたから、誤りのないようにされたい。

記

１ 基本的心構え（訓令第２条関係）

(1) 警察職員一人一人が警察安全相談を適切に受理し処理するための心構えを認識し、真に府

民の心情を理解した上で警察安全相談に対応すること。

(2) 警察安全相談を受理した警察職員は、一人で抱え込むことなく、警察安全相談の受理及び

処理について上司に報告し、その指揮を受けること。

２ 相談室等の設置（訓令第４条関係）

(1) 相談者と面接する場合は、原則として専用の相談室を使用すること。

(2) 相談室は、常に整理整とんし、相談者が安心して相談できる環境の整備に努めること。

３ 相談責任者等の責務（訓令第５条関係）

(1) 相談責任者は、相談担当者が受理した個々の警察安全相談の受理及び処理状況の報告を受

け、直ちに措置すべきか否かの判断をするとともに、関係所属長に報告してその指揮を受け

ること。

(2) 相談副責任者は、訓令第５条第６項ただし書の規定により相談副責任者が相談担当者を兼

ねる場合を除き、警察安全相談の受理及び処理状況、相談者への処理結果の連絡等について

、相談担当者に適切な指示をするものとする。

(3) 相談担当者は、基本的心構えを心に銘記して警察安全相談の受理及び処理に当たることと

し、受理した個々の警察安全相談について相談責任者に報告すること。

４ 当直時間中における対応（訓令第５条関係）

(1) 指定当直員が受理した警察安全相談のうち、その場で処理できるものについては、当直長

の指揮を受け適切に処理した上、相談記録簿により当直長に報告すること。この場合におい

て、相談者等に危害が生じるおそれがあるなど緊急に対応する必要があると認めるときは、

本部の当直長は当該業務主管課長に、署の当直長は警察署長に直ちに報告し、その指揮を受

けて必要な措置をとり、本部の当直長は事後速やかにその経過を広報応接課長に報告するこ

と。

(2) 指定当直員が受理した警察安全相談のうち、後日、責任者等において処理することが適当

と認めるものについては、当直長の指揮を受け、相談の内容を十分に聴取するとともに、相

談者に責任者等への引継ぎの趣旨を説明して理解を得た上、相談記録簿により当該警察安全

相談の引継状況を当直長に報告すること。

(3) 当直長は、当直時間中に取り扱った警察安全相談については、当直勤務終了後、本部にあ

っては広報応接課長に、署にあっては警察署長に相談記録簿とともに報告すること。

５ 関係所属長の責務（訓令第６条関係）



(1) 関係所属長は、警察安全相談の受理及び処理の状況を確実に把握すること。この場合にお

いて、次のいずれかに該当するものについては、特にその対応に万全を期すこと。

ア 相談者及びその親族等（以下「相談者等」という。）が身体の安全に不安を感じている

事案に係るもの

イ 将来、相談者等に危害が生じるおそれがあると認められる事案に係るもの

ウ 刑罰法令に抵触すると認められる事案に係るもの

(2) 関係所属長は、警察安全相談に的確に対応できるよう、特に執務時間外における関係機関

等との連絡体制の確立に配意すること。

６ 交番等における対応（訓令第７条関係）

(1) 交番等で受理した警察安全相談のうち、その場で処理できるものについては、当該交番等

の勤務員が地域幹部の指揮を受け、又は責任者等と連携するなどして適切に処理した上、相

談記録簿により速やかに地域幹部を経由して相談責任者（当直時間中は当直長。以下同じ。

）に引き継ぐこと。

(2) 前記６の(1) 以外の警察安全相談については、直ちに地域幹部に報告し、相談記録簿とと

もに相談責任者に引き継ぐこと。この場合において、相談者にその旨を説明して理解を得る

こと。

７ 警察安全相談対応時の配意事項（訓令第８条関係）

(1) 相談者等の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがなく、かつ、犯罪に至るおそれのな

いものについては、相談者の立場に立って、採り得る法律上又は事実上の手段等の教示、助

言、指導又はあっせんを行うこと。この場合において、指導又はあっせんを行うときは、相

談者等の意思に反することがないよう相談者等の納得を得た上で行うこと。

(2) 相談者等が不安を感じる事案に係るもので犯罪に至るおそれがないものについては、当該

事案の内容に応じて、相手方への対応の教示、防犯機器の紹介、緊急時における警察への通

報要領等、相談者等に対し適切な対応方法、自衛手段等を教示すること。この場合において

、併せて自宅等周辺のパトロール活動等を積極的に実施すること。

(3) 受理した時点では刑罰法令に触れないが、将来、相談者等に危害が及ぶおそれがあると認

められるものについては、相談者等の意向を踏まえ、相手方に対して、犯罪を予防するため

に必要な指導、警告又は説得を行うこと。この場合において、相談者等に緊急の危害が及ぶ

おそれがあると認められるときは、相談者等からの要請の有無にかかわらず、犯罪の予防の

ために必要な警告、制止又は立入りの措置をとること。

(4) 警察安全相談に係る事案が刑罰法令に抵触すると認められるときは、関係所属長の指揮を

受け、当該事案を直ちに業務主管課等の長に引き継ぐこと。この場合においては、当該業務

主管課等の長と連携を密にして対応状況を把握するとともに、その結果を相談記録簿に確実

に記録し、当該事案を事件化しなかったときは、当該業務主管課等の長からその理由等を相

談者等に説明し、その理解を得るよう努めるとともに、その経過を相談記録簿に記録してお

くこと。

８ 専門相談等の引継ぎ（訓令第９条関係）

(1) 専門相談員は、本部（サイバー対策本部を含む。）の担当課の課長補佐又は警察署の課長

若しくは課長代理を指定すること。ただし、他の規程により専門相談の窓口を設置している

業務については、当該他の規程の定めるところによること。



(2) 専門相談員は、相談責任者から専門相談の引継ぎを受けたときは、所属長の指揮を受けて

適切に処理すること。

(3) 訓令第９条第１項の規定により業務主管課等の長に引き継ぐ専門相談は、次に掲げるもの

とする。

ア 相談に関して別に定めがあるもの

イ 専門的な知識又は判断を要するなど、自ら処理することが困難なもの

ウ その他業務主管課等で処理することが適当と認められるもの

(4) 相談責任者は、業務主管課等の長に専門相談を引き継ぐ場合において、現に相談者が来庁

しているときは、専門相談員に面接場所への来場を要請し、又は相談者を当該業務主管課等

に案内するなど適切な対応に努めること。

９ 関係機関等への移送（訓令第10条関係）

関係機関等への移送に当たっては、移送に係る警察安全相談の内容及び処理の経過を正確に

引き継ぐとともに、将来、犯罪等に発展する可能性のある事案については、必要に応じ関係機

関等の対応状況を把握し、その経過を相談記録簿に記録しておくこと。

10 相談に関する記録の作成等（訓令第12条関係）

(1) 警察職員は、警察安全相談を文書、電子メ－ル又はファクシミリ（以下「文書等」という

。）で受理した場合は、相談記録簿と併せて当該文書等のデータ又はその内容を相談管理シ

ステムに登録すること。

(2) 受理した警察安全相談のうち関係署に係るものの引継ぎについては、京都府警察情報管理

システムによる相談内容等の送信後に、責任者等が当該関係署の責任者等に対して着信の確

認を行うこと。

11 報告等（訓令第16条関係）

(1) 訓令第16条に規定する報告は、警察安全相談取扱状況（その１）、警察安全相談取扱状況

（その２）、警察安全相談取扱状況（その３）（別記様式。以下「警察安全相談取扱状況等

」という。）により行うこととするが、受理した警察安全相談を相談管理システムに登録す

ることにより、警察安全相談取扱状況等が自動的に作成されることから、関係所属長が行う

報告にあっては、相談管理システムに登録することをもって報告とする。

(2) 毎月の報告は、当該報告の計上に係る月の翌月の５日までに行うこと。

(3) 警察安全相談取扱状況等は、当該報告の計上に係る月の属する年の翌年から起算して３年

間保存すること。

(4) 訓令第16条ただし書に規定する特異又は重要な相談とは、人の生命、身体に危害が及ぶお

それがあると認められる事案、悪質又は重大な犯罪が行われていると認められる事案その他

社会的な問題に発展するおそれがあると認められる事案に係る相談をいう。

12 関係通達の改廃

(1) 地域警察運営に関する訓令の運用について（平成７．１．18：７京地域第５号）の例規通

達の一部改正

略

(2) 困りごと相談業務の強化に係る実施要領について（平成12．４．26：一般生企・総・地域

・刑企・交企・公安第53号）の一般通達の廃止

困りごと相談業務の強化に係る実施要領についての一般通達は、廃止する。



別記様式（その１） 警　　察　　総　　合　　相　　談　　取　　扱　　状　　況　（　そ　　の　　１　）

受理態様 相談者の性別 相　談　者　の　年　令 相　　談　　者　　の　　職　　業

来 電 文 Ｆ Ｅ 署 そ 不 20 20 30 40 50 60 65 不 会 会 自 公 主 学 無 そ 不 検 助 警 他 手 そ 被 警 行 そ 他 他

書 メ （所） 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 社 社 営 務 の 機 配 害 為 警 専 専・ 警 専 専・ 都

計

（

Ａ

ー

外 の 未 代 代 代 代 以 以 役 員 業 員 他 計 挙 言 告 関 等 届 告 者 察 門 門被 察 門 門被 道

郵 ル 活 満 上 上 詳 員 者 婦 生 職 詳 ・ ・ ・ の 措 の ・ ・ 不 の 総 相 相害 安 相 相害 府 機

訪 話 送 Ｘ 動 他 詳 65 補 指 説 教 置 告 説 明 合 談 談届 全 談 談届 県

）

歳 示 済 訴 相 担 担受 相 担 担受 警

未 導 導 得 他 等 得 他 談 当 当理 談 当 当理 察 関

満 受 室 部 部済 窓 部 部済

理 等 署 署　 口 署 署　

つ き ま と い 、 待 ち 伏 せ 等

行 動 を 監 視 し て い る 事 項 の 告 知 等

面 会 、 交 際 要 求 等

粗 野 又 は 乱 暴 な 言 動

連 続 し た 電 話 、 フ ァ ク シ ミ リ 等

汚 物 、 動 物 の 死 体 等 の 送 付 等

名 誉 を 害 す る 事 項 の 告 知 等

性 的 羞 恥 心 を 害 す る 事 項 の 告 知 等

小 計

婚 姻 関 係 に あ る も の

内 縁 関 係 に あ る も の

小 計

男女間暴力 （ 「 ス ト ー カー事案 」 及び 「 配偶者か ら の暴力 」 以外 の も の ）

セ ク シ ャ ル ハ ラ ス メ ン ト

友 人 ・ 知 人 か ら の 暴 力 的 行 為

迷惑電話（「ストーカー事案」、「配偶者からの暴力」、「セクシャルハラスメント」「友人・知人
からの暴力的行為」以外のもの）

生 痴 漢 ・ 変 質 者 の 出 没 そ の 他 の 卑 わ い な 言 動

粗 野 又 は 乱 暴 な 行 為

児 童 に 対 す る 声 か け 事 案

凶 器 と な る 器 具 の 不 当 な 携 帯

そ の 他

小 計

活 放 置 車 両

ペ ッ ト 問 題 等

落 書 き

そ の 他

小 計

　　　　 精 神 障 害

安 要 保 護 老 人

そ の 他

小 計

危 険 な 場 所 又 は 施 設

動 物 に よ る 危 害

小 計

全 結 婚 ・ 縁 組

離 婚 ・ 離 縁

扶 養 ・ 認 知

遺 産 相 続

家 庭 不 和

生 活 困 窮

職場、近隣、友人等の対人関係（ その原因が他に属する もの以外のもの ）

そ の 他

小 計

家 屋 問 題

土 地 問 題

金 銭 又 は 物 品 の 貸 借

売 買 、 保 険 契 約 、 証 券 ・ 手 形 取 引

損 害 賠 償

そ の 他

小 計

受　　理　　・　取　　扱　　・　　措　　置　　状　　況 受　　　　　　理　　　・　　　取　　　　　　扱　　　　　　状　　　　　　　況　　　　（　件　数　） 措　　　　　　置　　　　　　状　　　　　　　況　　　　（　件　数　）

　　　　

解 決 継 続 引 継 ぎ

男 女

本部 署

相　　　談　　　内　　　容

ホ ー ム レ ス

応 急 救 護 ・ 保 護

危 害 防 止

家庭・職場・近隣関係

ス ト ー カ ー 事 案

配 偶 者 か ら の 暴 力

犯罪等による被害防止

迷 惑 行 為

そ の 他

（ 家 事 問 題 ）

契 約 ・ 取 引 関 係

（ 悪 質 商 法 を除 く 。 ）

労 働 問 題



別記様式（その２） 警　　察　　総　　合　　相　　談　　取　　扱　　状　　況　（　そ　　の　　２　）

受理態様 相談者の性別 相　談　者　の　年　令 相　　談　　者　　の　　職　　業

来 電 文 Ｆ Ｅ 署 そ 不 20 20 30 40 50 60 65 不 会 会 自 公 主 学 無 そ 不 検 助 警 他 手 そ 被 警 行 そ 他 他

書 メ （所） 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 社 社 営 務 の 機 配 害 為 警 専 専・ 警 専 専・ 都

計

（

Ａ

ー

外 の 未 代 代 代 代 以 以 役 員 業 員 他 計 挙 言 告 関 等 届 告 者 察 門 門被 察 門 門被 道

郵 ル 活 満 上 上 詳 員 者 婦 生 職 詳 ・ ・ ・ の 措 の ・ ・ 不 の 総 相 相害 安 相 相害 府 機

訪 話 送 Ｘ 動 他 詳 65 補 指 説 教 置 告 説 明 合 談 談届 全 談 談届 県

）

歳 示 済 訴 相 担 担受 相 担 担受 警

未 導 導 得 他 等 得 他 談 当 当理 談 当 当理 察 関

満 受 室 部 部済 窓 部 部済

理 等 署 署　 口 署 署　

非 行 問 題

学 校 問 題

家 庭 問 題

生 交 友 問 題

健 康 問 題

そ の 他

小 計

身 体 的 虐 待

保 護 の 怠 慢 ・ 拒 否 （ ネ グ レ ク ト ）

活 性 的 虐 待

心 理 的 虐 待

小 計

特 定 商 取 引

金 融 関 係 取 引

安 先 物 取 引 、 証 券 取 引 等

知 的 所 有 権

そ の 他

小 計

廃 棄 物 問 題

全 騒 音 ・ 振 動 問 題

そ の 他 の 公 害 問 題

そ の 他 の 環 境 問 題

小 計

銃 刀 火 薬 類 （ 許 可 ・ 行 政 処 分 、 銃 猟 ）

銃 刀 火 薬 類 （ 事 件 情 報 ）

薬 物 乱 用 （ 覚 せ い 剤 に 関 す る こ と 。 ）

薬 物 乱 用 （ 覚 せ い 剤 以 外 の 薬 物 に 関 す る こ と 。 ）

そ の 他

小 計

詐欺・悪質商法等による被害に関するもの（「インターネットオークション被害に関するもの」
を除く。）

イ ン タ ー ネ ッ ト オ ー ク シ ョ ン 被 害 に 関 す る も の

名 誉 毀 損 ・ 誹 謗 中 傷 、 脅 迫 に よ る 被 害 に 関 す る も の

児童の誘い出し、児童ポルノの流布等、特定の児童に係る被害に関するもの

不 正 ア ク セ ス に よ る 被 害 、 ネ ッ ト ワ ー ク ・ セ キ ュ リ テ ィ に 関 す る も の

コ ン ピ ュ ー タ ・ ウ ィ ル ス に よ る 被 害 に 関 す る も の

迷 惑 メ ー ル ・ ス パ ム メ ー ル に よ る 被 害 に 関 す る も の

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 番 号 盗 取 等 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 犯 罪 被 害 に 関 す る も の

違法有 害な ホー ムペ ージ ・ 掲 示板 等の 通報 、取 締 り 要望 に関 す る もの

プ ロ バ イ ダ と の 契 約 、 ト ラ ブ ル 等 に 関 す る も の

そ の 他

小 計

受　　理　　・　取　　扱　　・　　措　　置　　状　　況 受　　　　　　理　　　・　　　取　　　　　　扱　　　　　　状　　　　　　　況　　　　（　件　数　） 措　　　　　　置　　　　　　状　　　　　　　況　　　　（　件　数　）

　　　　

解 決 継 続 引 継 ぎ

男 女

本部 署

少 年 問 題

児 童 虐 待

風 俗 環 境 浄 化

悪 質 商 法

合 計

相　　　談　　　内　　　容

環 境 問 題

医 事 、 薬 事 、 そ の 他 保 健 衛 生

銃 器 ・ 薬 物

ハ イ テ ク 関 係



別記様式（その３） 警　　察　　総　　合　　相　　談　　取　　扱　　状　　況　（　そ　　の　　３　）

受理態様 相談者の性別 相　談　者　の　年　令 相　　談　　者　　の　　職　　業

来 電 文 Ｆ Ｅ 署 そ 不 20 20 30 40 50 60 65 不 会 会 自 公 主 学 無 そ 不 検 助 警 他 手 そ 被 警 行 そ 他 他

書 メ （所） 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 社 社 営 務 の 機 配 害 為 警 専 専・ 警 専 専・ 都

計

（

Ａ

ー

外 の 未 代 代 代 代 以 以 役 員 業 員 他 計 挙 言 告 関 等 届 告 者 察 門 門被 察 門 門被 道

郵 ル 活 満 上 上 詳 員 者 婦 生 職 詳 ・ ・ ・ の 措 の ・ ・ 不 の 総 相 相害 安 相 相害 府 機

訪 話 送 Ｘ 動 他 詳 65 補 指 説 教 置 告 説 明 合 談 談届 全 談 談届 県

）

歳 示 済 訴 相 担 担受 相 担 担受 警

未 導 導 得 他 等 得 他 談 当 当理 談 当 当理 察 関

満 受 室 部 部済 窓 部 部済

理 等 署 署　 口 署 署　

　

刑 性 犯 罪

そ の 他

事

　

駐 車 問 題

暴 走 運 転 （ 暴 走 族 を 含 む 。 ）

そ の 他

交 交 通 事 故 捜 査 、 事 故 証 明 関 係

示 談 、 保 険 金 請 求

そ の 他

通

警

備

受　　理　　・　取　　扱　　・　　措　　置　　状　　況 受　　　　　　理　　　・　　　取　　　　　　扱　　　　　　状　　　　　　　況　　　　（　件　数　） 措　　　　　　置　　　　　　状　　　　　　　況　　　　（　件　数　）

　　　　

解 決 継 続 引 継 ぎ

男 女

本部 署

相　　　談　　　内　　　容

暴 力 団 問 題

刑 事 事 件

そ の 他 （ 盗 難 ・ 海 外 渡 航 証 明 等 ）

小 計

総
務
・
警
務

遺 失 ・ 拾 得

被 害 者 支 援

そ の 他

小 計

交 通 安 全 施 設

交 通 情 報

そ の 他

小 計

交 通 指 導 取 締 り

交 通 事 故

運 転 免 許 、 行 政 処 分 関 係

交 通 規 制

そ の 他

意 味 不 明

総 計

不 法 滞 在 ・ 不 法 残 留

右 翼 問 題

そ の 他

小 計


